
マンションリフォーム等事業 受託業務フロー 

 

                        ・長期修繕計画 

                        ・建物劣化診断(建築・設備) 

                        ・改修設計 

                        ・その他 

 

 

                         できない                            ※状況によりますが、年間 10件程度の依頼見込み 

 ※複数社へ依頼（依頼書による） 

 

             できる 

 

 

 ※見積比較および金額協議（原則、最も安価な見積を採用） 

               ※社内決裁により 

 

 

 

 ※社内決裁により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務着手 

 自主作業の場合                                   外部委託の場合 

                                                                      ※見積が採用された提携企業 

                                                                      ※100万円未満の場合、見積契約 

 

 

 

                                                                      ※現地調査、公社打合せなど 

 

 

 

                    ・長期修繕計画書                                             ・長期修繕計画書 

               ・建物劣化診断報告書                                          ・建物劣化診断報告書 

               ・改修設計図書(設計書・仕様書・数量調書)                              ・改修設計図書(設計書・仕様書・数量調書) 

               ・その他                                                   ・その他 

 

 

                                                                      ※最後は公社がとりまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公社自主作業 提携企業へ見積依頼 

管理組合等から見積依頼 

公社 見積受領 精査・協議 

公社 提示額確定 管理組合へ見積提出 

公社 提示額確定 

管理組合  

見積精査・協議 

業務契約締結 

(管理組合・公社) 

自主作業 

(調査・設計など) 

成果品作成 

委託契約 

(公社・提携企業) 

外部作業・適宜打合せ 

成果品 受領・精査 

成果品 修正・検収 

管理組合へ成果品 納品 

(理事会報告・検収) 

業務完了 

別紙 

業務分担 

グレー・・・甲（公社）の業務範囲 

黒文字・・・乙（提携企業）の業務範囲 

※標準日数 10～14日間 

※標準日数 7～14日間 


